
山 企 第 ５ ９ ９ 号 

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 )８ 月 ６ 日 

 

山陽小野田市基本構想審議会会長 様 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想の改訂案について（諮問） 

第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想の改訂案について、山陽小野田

市執行機関の附属機関に関する条例（平成１７年山陽小野田市条例第３０号）

第２条の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 

 


